
 

         

 

様々な花が咲き競う５月。 

やっと、暖かくなったと思ったら、まるで夏のような陽ざしで、冬から夏になったよう。 

これも、地球温暖化の影響なのでしょうか？ 

もう少し、春らしさを楽しみたかったのですが。 
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☆ 障害年金制度の改正 
障害年金制度の改正が 4月 21 日に参議院本会議が可決、成立しました。 

施行は、来年 4月の予定です。 

障害の基礎年金及び厚生年金の受給開始後に、結婚されたり、お子様が生まれた場合にも

加算をつける改正です。 

●障害年金基礎知識 

 障害の公的年金には、基礎年金、厚生年金、労災制度から受ける年金とありますが、こ

の場合は障害基礎年金と厚生年金のお話です。 

 障害の年金にも基礎部分となる基礎年金、それと厚生年金の「被保険者」が受け取るこ

とのできる障害厚生年金とあります。大雑把に申しますと、障害の厚生年金は、障害の

元となる疾病の「初診日」に厚生年金保険の「被保険者」でないと受給することができ

ません。 

 国民年金の被保険者に支給される障害基礎年金は、大雑把に言うと、初診日に「被保険

者」でなくとも、被保険者であったもので、日本国内居住で 65 歳未満なら、原則受給は

可能です。 

●年金額は？ 

 障害基礎年金 

 平成 22 年度の障害基礎年金額は 1級で 990,100 円、2級で 792,100 円、18 歳未満のお子

様がいらっしゃる場合は、1人、2人目は 1人につき 227,900 円、3人目からは 75,900 円

が加算されます。                                                （裏面へ続く） 



●障害年金のこれまでの問題点 

 従来は年金の支給をうけることになった時に該当するお子様がいた場合のみが対象で、

支給開始後に、お子様が生まれても加算対象ではありませんでした。 

 特に、20 歳になる前に傷病で障害年金に該当する方たちは、20 歳になった日から年金支

給となりますが、その後ご結婚、ご出産されても加算はつきませんでした。 

 また、障害厚生年金は、基礎年金と同様に支給を受けることになった時に 65 歳未満の配

偶者がいらっしゃる場合にのみ、配偶者への加算がされますが、支給後にご結婚されて

も加算はされませんでした。  

●改正で変わる点 

 今回の改正により、支給後でも該当する配偶者、お子様がいらっしゃる状況になれば、

加算が開始されるということになります。 

 ●西尾はこう思います 

  手続き等の詳細はまだわかりませんが、障害をお持ちの方の生活が少しでも楽になれば

と思います。 

   厚生労働省は、「年金制度は保険事故が起きたときの所得保障をするもので、受給後の

状態変更については対応していない。これについて、受給権発生後の生活状況の変化に

も所得保障を行ってほしいというご意見があり、議員立法で提案されたようだ」と説明

しています。 

 障害年金を受給される方は平成 20 年度末に約 182 万 3000 人で、今回の法案成立で新た

に約 7万人が加算対象になると見込まれ、厚労省は、来年 4月の施行を目指しているそ

うです。 
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電話＆ファクス(075)241-4586      メール nishio@nishio-sr.com 

ホームページオープン ! アクセスはこちらから http://www.nishio-sr.com 

営業時間  午前９時～午後５時３０分（日曜・祝日定休日） 

〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入る 占出山町３０８ 

ヤマチュウビル２階 Ｎ１０ 

    阪急京都線「烏丸駅」、市営地下鉄「四条駅」 

    四条烏丸バスターミナルからいずれも徒歩２分 

西尾雅枝社会保険事務所は、各種年金や公的保険制度のご相談をお受けしています。

機密性のある相談スペースで、秘密厳守でお話を伺います。お気軽にご相談下さい。 


